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研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効  

率的推進等に関する法律（平成20年法律第63号）について  

1．法律の目的   

研究開発推進のための基盤整備、予算、人材等の資源配分から研究開発成果の  

普及、実用化に至るまでの研究開発システムの改革を推進することにより、公的研究  

機関、大学、民間も含めた我が国全体の研究開発能力の強化及びイノベーションの  

創出を行うことを目的としている。  

2．法律の主な内容  

（1）科学技術に関する教育水準の向上、若年研究者等の能力の活用、研究者の人   

事交流及び国際交流の促進、研究開発法人による人材活用等に関する方針の   

作成等を行うことにより、研究開発等の推進を支える基盤を強化すること  

（2）競争的資金の活用により、研究開発等に係る競争の促進を図ること  

（3）科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分、研究開発法人及び大   

学等の研究開発能力の強化、研究開発等の適切な評価等を行うことにより、国   

の資金により行われる研究開発等を効率的に推進すること  

（4）研究開発施設等の共用の促進、研究開発の成果の実用化を不当に阻害する要   

因の解消等を行い、研究開発成果の普及、実用化を促進すること  

（5）研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反   

映させるため、研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究を行  

うこと  

3．審議経過   

平成20年5月29日 参議院内閣委員会で審議され、全会一致で可決   

平成20年5月30日 参議院本会議で審議され、賛成多数で可決   

平成20年6月4日  衆議院文部科学委員会で審議され、賛成多数で可決   

平成20年6月5日  衆議院本会議で審議され、賛成多数で可決   

平成20年6月11日 公布（平成20年法律第63号）  

4．今後の予定   

公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において、政令で定める日から施  

行   



二
 
 

第
〓
節
 
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
の
研
究
開
発
能
力
の
強
化
等
（
第
三
十
一
条
～
第
三
十
三
粂
）
 
 

第
三
節
 
研
究
開
発
等
の
適
切
な
評
価
（
第
三
十
四
条
）
 
 

第
玉
章
 
研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
の
促
進
等
 
 

第
一
節
 
研
究
開
発
施
設
等
の
輿
用
の
促
進
等
（
夢
二
十
五
条
－
第
三
十
七
粂
）
 
 

第
二
節
 
研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
等
を
不
当
に
阻
害
す
る
要
因
の
解
消
等
（
第
三
十
八
粂
－
第
四
十
六
条
）
 
 

第
六
章
 
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
に
関
す
る
内
外
の
動
向
等
の
調
査
研
究
等
（
第
囚
十
七
粂
）
 
 

第
七
草
 
研
究
開
発
法
人
に
対
す
る
主
務
大
臣
の
要
求
（
第
四
十
八
粂
）
 
 

附
則
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

（
m
的
）
 
 
 

第
一
粂
 
こ
の
法
律
は
、
国
際
的
な
競
争
条
件
の
変
化
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
等
の
庵
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
 
 
 

て
、
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
研
 
 
 

究
函
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
準
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
に
閲
し
、
基
本
理
念
 
 
 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
 
 

法
律
 
 
 

日
次
 
 

第
一
草
 
庵
則
（
第
一
条
1
第
八
条
）
 
 

第
二
章
 
研
究
開
発
等
の
推
進
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
 
 
 

策
一
節
 
科
学
技
術
に
関
す
る
教
育
の
水
準
の
向
上
等
⊥
第
九
条
－
第
十
一
条
）
 
 
 

第
一
一
節
 
若
年
研
究
者
等
の
能
力
の
市
用
等
（
第
十
〓
条
－
第
十
四
垂
 
 
 

第
三
節
 
人
事
交
流
の
促
進
等
（
第
十
五
条
－
第
十
八
粂
）
 
 

第
四
節
 
国
際
交
流
の
促
進
等
（
第
十
九
条
－
第
こ
十
三
条
）
 
 
 

第
五
節
 
研
究
開
発
法
人
に
お
け
る
人
材
活
用
等
に
関
す
る
方
針
等
（
第
二
十
四
垂
 
 

簾
三
幸
 
競
争
の
促
進
等
棄
二
十
五
条
－
第
二
十
七
条
）
 
 
 

第
四
章
 
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
 
 
 

第
一
節
 
科
学
技
術
の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
配
分
等
（
第
〓
十
∧
条
1
第
三
十
条
）
 
 
 

2
 
 



を
定
め
、
並
び
に
園
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
及
び
事
業
者
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
 
 
 

に
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
の
た
め
に
必
 
 
 

要
な
事
項
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
民
生
括
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
 
 

す
る
。
 
 

（
定
義
）
 
 
 

第
二
粂
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
研
究
開
発
」
と
は
、
科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
 
 

関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
（
以
下
単
に
「
研
究
」
と
い
う
。
）
又
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
を
い
う
ー
 
 
 

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
r
研
究
開
発
等
J
と
は
、
研
究
開
発
又
は
研
究
開
発
の
成
果
の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
を
い
う
。
 
 
 

3
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
r
研
究
開
発
能
力
」
と
は
、
研
究
開
発
等
を
行
う
能
力
を
い
う
。
 
 

4
 
こ
の
法
後
に
お
い
て
r
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
研
究
開
発
等
の
推
進
の
た
め
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
、
科
学
技
術
に
 
 

関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
科
学
技
術
の
振
興
に
必
要
な
資
漉
（
以
下
単
に
「
科
学
技
術
の
振
興
に
必
要
な
資
源
」
と
い
 
 

う
。
）
が
投
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
研
究
開
発
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
の
普
及
及
び
実
用
化
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
仕
組
み
全
 
 

般
を
い
う
。
 
 

三
 
 

四
 
 
 

5
 
こ
の
怯
律
に
お
い
て
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
」
と
は
、
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産
、
薪
役
務
の
開
発
又
は
程
供
、
商
 
 

品
の
新
た
な
生
産
又
は
販
売
の
方
式
の
導
入
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方
式
の
導
入
、
新
た
な
経
営
管
理
方
法
の
導
入
等
を
 
 

通
じ
て
新
た
な
価
値
を
生
み
出
し
、
経
済
社
会
の
大
き
な
変
化
を
創
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
 
 
 

6
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
し
と
は
、
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。
 
 
 

7
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
試
験
研
究
機
関
等
J
と
は
、
次
に
掲
げ
る
機
関
の
う
ち
研
究
を
行
う
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
 
 

を
い
・
つ
。
 
 
 

一
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
九
条
及
び
黄
玉
十
五
条
並
び
に
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
 
 

年
法
律
集
七
十
号
）
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
菅
二
十
号
）
発
八
条
の
二
に
 
 

規
定
す
る
機
関
 
 

二
 
内
閣
府
設
置
法
弟
四
十
条
及
び
第
五
十
六
粂
並
び
に
国
表
行
政
維
俄
按
第
八
粂
の
三
に
規
定
す
る
特
別
の
機
関
又
は
当
 
 
 

該
級
開
に
置
か
れ
る
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関
 
 

三
 
内
鴇
府
設
置
法
第
由
十
三
免
及
び
第
五
十
七
条
（
宮
内
庁
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
 

並
び
に
宮
内
庁
法
第
十
七
粂
第
一
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
廃
九
条
に
規
定
す
る
地
方
支
分
部
局
に
置
か
れ
る
試
験
所
、
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研
究
所
そ
の
他
こ
れ
ら
．
に
簸
す
る
機
関
 
 

四
 
特
定
独
立
行
政
法
人
 
（
独
立
行
政
法
人
通
則
怯
・
（
平
成
十
一
年
法
律
篤
百
三
号
）
第
二
粂
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
 
 

立
行
政
漆
人
を
い
l
つ
。
以
下
同
じ
。
）
 
 

8
 
こ
の
法
終
に
お
い
て
「
研
究
開
発
法
人
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
儀
±
粂
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
 
 
 

（
以
下
単
に
「
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
ナ
で
思
っ
て
、
・
研
究
開
発
等
、
研
究
開
発
で
あ
っ
で
公
養
に
よ
る
も
の
に
係
る
 
 
 

業
務
又
は
科
学
技
術
に
閲
す
各
啓
発
及
び
知
穀
の
普
及
に
係
る
業
務
を
行
う
も
の
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
別
表
に
掲
げ
 
 

る
も
の
を
い
う
。
 
 
 

9
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
【
国
立
大
学
法
人
等
」
と
は
、
国
立
大
学
酸
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
盲
十
二
号
）
第
二
条
第
五
 
 

項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
 
 
 

1
0
 
こ
の
法
徐
に
お
い
て
「
研
究
者
等
」
と
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
（
研
究
開
発
の
祐
助
を
行
う
人
材
 
 

を
含
む
。
）
・
・
を
い
う
。
 
 
 

‖
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
研
究
公
務
旦
」
と
は
、
試
験
研
究
機
関
等
に
勤
務
す
る
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
を
い
う
。
 
 

一
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
．
項
町
規
定
に
基
づ
き
同
法
 
 

五
 
 

六
 
 
 

別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
（
次
号
に
お
い
て
「
別
表
萬
七
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
並
び
に
同
項
の
規
定
に
 
 

基
づ
き
同
法
別
表
第
六
教
育
職
俸
給
表
H
（
次
号
に
お
い
て
「
別
表
第
六
J
と
い
う
こ
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
向
項
 
 

の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表
萬
八
直
療
職
俸
給
表
H
（
次
号
に
お
い
て
r
別
表
第
八
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
沸
 
 

点
及
び
一
般
職
の
任
期
付
淵
旦
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
粂
 
 

舞
－
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
（
次
号
に
お
い
て
虐
押
付
職
員
俸
給
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
 
 

受
け
る
職
員
の
う
ち
儲
究
を
行
う
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
並
び
に
義
職
の
任
期
付
研
究
負
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
 
 

務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
串
成
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
弟
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
ら
 
 

の
規
定
に
規
定
す
る
俸
給
表
∴
次
号
に
お
い
て
r
任
期
付
研
究
員
俸
給
表
」
と
い
う
二
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
十
 
 
 

四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
俸
給
表
適
用
職
貞
」
と
い
う
。
）
 
 

二
 
防
衛
省
の
職
長
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
 
 

き
別
義
弟
七
に
定
め
る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
職
員
温
び
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
別
表
賢
ハ
又
は
別
凄
属
八
に
定
め
 
 
 

る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
職
員
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
付
職
員
俸
給
表
に
定
め
る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
 
 
 

れ
る
職
員
及
び
防
衛
省
設
置
洛
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
」
ハ
十
四
号
）
孝
二
十
七
集
に
規
定
す
る
自
衛
官
の
う
ち
研
究
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八
 
 

政
改
革
の
基
本
方
針
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
は
な
ら
庵
い
1
 
 
 

（
国
の
責
務
）
 
 
 

第
四
条
 
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
 
 

等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
 
 
 

責
務
を
有
す
る
。
 
 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）
 
 

第
五
条
 
地
方
公
共
団
体
偲
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
研
 

化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
に
閲
し
、
．
国
の
施
策
に
準
じ
た
施
策
及
び
そ
の
地
方
分
共
団
体
の
区
域
の
特
性
を
生
か
 
 
 

し
た
自
主
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
 
 

（
研
究
開
発
法
人
等
の
責
務
等
）
 
 
 

第
六
条
 
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
及
び
事
葉
音
は
、
基
本
選
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
 
 

等
の
効
率
的
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
彗
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
 
 
 

を
行
う
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
並
び
に
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
 
 

任
期
付
研
究
員
俸
給
表
に
定
め
る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
職
長
 
 

三
 
特
定
独
立
行
政
法
人
に
勤
務
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
膏
二
十
号
）
薦
二
条
に
歳
定
す
る
⊥
般
職
 
 

に
属
す
る
職
貞
の
う
ち
研
究
を
行
う
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
 
 

（
基
本
理
念
）
 
 
 

第
三
粂
 
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
は
、
研
究
 
 

開
発
等
の
推
進
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
を
図
り
つ
つ
、
科
学
技
術
の
墳
興
に
必
要
な
資
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
 
 

柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
活
魚
さ
れ
、
研
究
開
発
等
を
行
う
機
関
（
以
下
「
研
究
開
発
機
関
」
と
い
す
。
）
及
び
研
究
者
等
が
、
 
 

こ
れ
ま
で
の
研
究
開
発
の
成
果
の
集
積
を
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
そ
の
研
究
開
発
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
研
究
開
 
 

発
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
け
る
科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
及
び
イ
ノ
ぺ
．
－
シ
ョ
 
 

ン
の
創
出
を
図
る
こ
と
盈
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
町
謄
進
等
に
よ
る
研
究
開
贋
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
は
、
科
学
技
術
 
 

基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
兼
官
三
十
号
）
第
二
粂
に
規
定
す
る
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
方
針
に
の
っ
と
り
、
政
府
の
行
 
 

七
 
 

5
 
 



効
率
的
推
進
に
関
す
る
施
策
で
大
学
等
に
係
る
も
の
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
等
に
お
け
る
研
究
 
 
 

活
動
の
活
性
化
を
図
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
研
究
者
専
の
自
主
性
の
尊
重
そ
の
他
の
大
学
等
に
お
け
る
研
究
の
特
催
に
 
 
 

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
遵
携
の
強
化
）
 
 

第
七
粂
 
周
は
、
圏
、
．
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
及
び
事
業
者
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
 
 
 

と
に
よ
り
、
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
 
 
 

の
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
礁
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

｛
法
制
上
の
措
置
等
）
 
 

弟
∧
粂
 
政
府
は
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
掛
推
進
 
 
 

に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は
金
敵
上
の
捨
置
そ
の
他
の
措
置
を
締
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

い
。
 
 

第
二
章
 
研
究
開
発
等
の
推
進
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
 
 

策
一
軒
 
科
学
技
術
に
関
す
る
教
育
の
水
準
の
向
上
等
 
 

九
 
 

】
○
 
 

（
科
学
技
術
に
関
す
る
教
育
の
水
準
の
向
上
専
）
 
 
 

第
九
桑
 
園
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
教
育
の
水
準
の
向
上
及
び
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
育
成
が
研
究
開
発
能
力
の
強
化
に
極
 
 

め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
科
学
技
術
に
関
す
る
教
育
に
従
事
す
る
教
員
の
能
力
の
向
上
、
科
学
技
術
に
関
す
る
 
 

教
育
に
お
け
る
研
究
者
等
の
活
用
等
に
よ
る
科
学
嶺
術
に
関
す
る
教
育
の
水
準
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
先
番
的
な
科
学
 
 
 

技
術
に
関
す
る
教
育
へ
の
支
援
そ
の
他
の
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
育
成
に
必
要
な
施
策
盈
請
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
科
学
技
術
経
営
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
促
進
等
）
 
 
 

第
十
条
 
国
は
、
研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
及
び
こ
れ
に
よ
る
イ
′
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
図
る
た
め
、
研
究
者
等
の
科
学
 
 

技
術
経
営
（
研
究
開
発
の
成
果
を
梁
金
、
設
備
そ
の
他
の
資
漉
と
組
み
合
わ
せ
て
有
効
に
活
思
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
活
 
 

用
の
内
容
を
展
望
し
て
研
究
開
発
を
計
画
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
促
進
並
び
に
研
究
者
 
 
 

等
が
研
究
開
発
の
内
容
及
び
成
果
の
有
用
性
専
に
関
す
る
説
明
を
行
う
能
力
の
頂
上
に
必
要
な
施
策
を
混
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
技
能
及
び
知
識
の
有
効
な
括
用
及
び
継
承
）
 
 
 

第
十
一
条
 
国
は
、
研
究
者
等
（
研
究
者
等
で
あ
っ
た
者
を
含
む
二
の
有
す
る
技
能
及
び
知
練
の
有
効
な
活
用
及
び
魅
承
が
 
 

研
究
開
発
能
力
の
強
化
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
技
能
及
び
知
識
の
有
効
な
清
用
及
び
碓
承
を
図
る
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た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
二
鱗
∵
若
年
研
究
者
専
の
能
力
の
活
用
等
 
 

（
若
年
研
究
者
等
の
能
力
の
活
用
）
 
 
 

弟
十
二
条
 
国
は
Y
研
究
開
発
等
の
推
進
に
お
け
る
若
年
者
、
女
性
及
び
外
国
人
（
日
本
の
固
辞
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
・
以
 
 
 

下
同
じ
。
）
で
あ
る
研
究
者
等
（
以
下
「
若
年
研
究
者
専
」
．
と
い
う
こ
の
能
力
の
活
用
が
研
究
開
発
能
力
や
強
化
に
棲
め
 
 
 

て
塵
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
L
国
の
資
金
（
国
か
ら
研
究
開
発
法
人
に
提
供
き
れ
た
資
金
そ
の
他
の
国
の
資
金
に
由
来
 
 
 

す
る
資
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
の
推
進
に
お
け
る
若
年
研
究
者
専
の
能
力
の
宿
用
を
因
 
 

ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

る
と
と
も
に
、
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
及
び
事
業
者
に
よ
る
若
年
研
究
者
等
の
能
力
の
活
用
の
促
進
に
必
要
な
施
衰
を
辞
 
 

2
 
研
究
開
発
法
人
、
．
大
草
等
及
び
事
業
者
は
、
そ
め
研
究
開
発
等
の
推
進
に
．
冶
け
る
昔
年
研
究
者
等
の
能
力
の
括
用
を
図
る
 
 
 

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
卓
越
し
た
研
究
者
専
の
確
保
）
 
 

第
十
三
集
 
塵
噂
ア
ジ
ア
地
域
そ
の
他
l
の
地
域
の
経
済
の
発
展
等
に
よ
り
、
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
確
保
の
重
要
性
が
督
し
 
 

一
一
 
 

〓
一
 
 

く
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
海
外
の
地
域
か
ら
の
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
．
円
滑
な
招
へ
い
を
不
当
に
阻
睾
す
る
虜
 
 

囚
の
解
消
そ
の
他
の
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
確
保
に
必
要
な
施
策
を
清
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
及
び
事
発
着
は
、
海
外
の
地
域
に
お
け
る
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
処
遇
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
 
 
 

応
じ
て
、
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
給
与
に
つ
い
て
他
の
強
長
の
給
与
水
準
に
比
較
し
て
必
要
な
優
遇
措
置
を
醸
ず
る
こ
と
等
 
 

に
よ
り
、
卓
越
し
た
研
究
者
等
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
．
 
 

（
外
国
人
の
研
究
公
務
員
へ
の
任
用
）
 
 

第
十
四
条
 
国
家
公
務
員
法
美
玉
十
五
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
法
敵
の
規
定
に
よ
町
任
命
権
を
有
す
る
者
（
同
条
農
一
頭
 
 
 

の
規
定
に
よ
り
そ
の
任
命
権
が
委
任
さ
れ
て
い
る
葛
合
に
は
、
そ
の
重
任
を
受
け
た
者
。
以
下
、
任
命
権
者
J
と
い
う
。
）
 
 

は
、
外
国
人
を
研
究
公
務
阜
｛
第
二
粂
第
十
】
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
 
 

し
、
次
に
掲
げ
る
聴
具
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

l
 
試
験
研
究
機
関
等
の
長
で
あ
る
職
員
 
 
 

二
 
試
験
研
好
機
関
等
の
長
を
助
け
、
当
該
試
験
研
究
機
関
等
の
業
務
を
整
理
す
る
職
の
職
長
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
 
 

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
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三
 
試
験
研
究
機
閣
専
に
置
か
れ
る
支
所
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
機
関
の
長
で
あ
る
職
員
 
 

2
．
任
命
権
者
は
、
．
前
項
の
規
定
に
よ
・
り
外
国
人
を
研
究
公
務
員
（
第
〓
粂
第
十
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
者
 
 

〓
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
閲
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
期
付
職
員
並
び
に
任
期
・
 
 
 

付
研
究
員
俸
給
表
適
用
職
員
及
び
国
号
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
博
聞
の
 
 
 

特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
赫
貞
を
除
く
．
）
に
限
る
。
第
十
六
条
に
 
 

お
い
．
て
同
じ
」
）
 
に
任
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
を
任
用
す
る
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
き
に
は
、
任
期
を
 
 

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
三
野
 
人
事
交
流
の
促
進
等
 
 

（
人
事
交
流
の
促
進
）
 
 
 

第
十
五
条
 
国
は
、
研
究
開
発
等
に
係
る
人
事
交
流
の
促
進
に
よ
り
、
研
究
者
等
の
研
究
開
発
能
力
の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
 
 

研
究
開
発
法
人
と
国
立
大
学
綾
人
等
と
の
間
の
人
草
交
流
の
促
進
そ
の
他
の
研
究
開
発
等
に
係
る
人
事
交
流
の
促
進
に
必
要
 
 

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
一
研
究
開
発
薩
人
及
び
国
立
大
学
法
人
等
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
研
究
者
等
が
事
業
者
と
共
に
そ
の
研
究
閉
路
の
成
果
 
 

〓
ニ
 
 

ー
四
 
 

の
実
用
化
を
行
う
た
め
の
休
暇
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
、
そ
の
餅
究
者
等
が
研
究
開
発
法
人
と
国
立
大
学
法
人
等
と
の
間
で
 
 

転
級
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
退
職
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
在
晩
期
間
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
に
お
け
る
在
職
期
 
 
 

間
を
通
算
す
る
こ
と
、
そ
の
研
究
者
等
に
退
職
金
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
分
割
し
て
あ
ら
か
じ
め
簿
年
又
は
各
月
給
付
 
 

す
る
こ
と
そ
の
他
の
研
究
開
発
等
に
係
る
人
事
交
流
の
促
進
の
た
め
の
措
置
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
潜
 
 

置
を
訝
ず
る
こ
と
等
に
．
よ
り
、
そ
の
研
究
開
発
等
に
係
る
人
事
交
流
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
研
究
公
務
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
）
 
 
 

第
十
六
条
 
任
命
権
者
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
研
究
公
務
員
の
採
用
に
つ
い
 
 

て
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

（
研
究
公
務
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
）
 
 
 

第
十
七
粂
 
研
究
公
務
員
が
、
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
が
国
（
当
該
研
究
公
務
員
が
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
 
 
 

員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
蹄
走
独
立
行
政
法
人
。
以
下
こ
の
粂
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
研
究
又
は
 
 
 

国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
r
共
同
研
究
専
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
 
 

第
七
十
九
条
又
は
自
衛
隊
怯
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
三
粂
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
場
合
に
 
 
 

0
0
 
 



〓
ハ
 
 

第
四
節
 
置
願
交
流
の
促
進
等
 
 

（
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
開
発
等
の
拠
点
の
整
備
、
．
充
実
等
）
 
 

第
十
九
条
 
国
は
、
国
際
的
視
点
に
立
っ
た
研
究
開
発
能
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
 
 
 

の
実
施
に
お
け
る
卓
越
し
た
外
国
人
の
研
究
者
専
の
招
へ
い
、
国
際
的
に
卓
虚
し
た
研
究
開
発
等
に
係
る
環
境
の
整
備
、
一
 
 
 

の
研
究
開
発
等
に
お
け
る
多
数
の
研
究
開
発
機
関
の
・
研
究
者
専
の
能
力
の
活
用
そ
の
他
の
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
開
発
等
 
 
 

を
行
う
拠
点
の
整
備
、
充
実
等
に
必
要
な
施
策
を
辞
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
国
際
的
な
交
流
を
促
進
す
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
）
 
 

第
二
十
条
 
国
は
、
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
に
閑
し
国
際
的
な
交
流
を
促
進
す
る
に
当
た
っ
・
て
は
、
条
約
そ
 
 
 

の
他
の
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
べ
き
義
務
並
び
に
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
並
び
に
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
 
 
 

維
持
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
国
の
行
う
国
廉
共
同
研
究
に
係
る
特
許
発
明
等
の
実
施
）
 
 

第
二
十
l
桑
 
園
は
、
外
国
若
し
く
は
外
国
の
公
共
的
団
体
又
は
国
際
機
閑
と
共
同
し
て
行
っ
た
研
究
（
基
盤
技
術
研
究
円
滑
 
 
 

化
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
基
盤
技
術
た
関
す
る
試
験
研
究
を
除
く
J
の
成
果
に
係
る
 
 
 

お
・
い
て
、
当
該
共
同
研
究
琴
へ
の
従
事
が
当
該
共
同
研
究
等
の
効
率
的
実
施
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
 
 
 

件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
研
究
公
務
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
吉
八
十
二
号
）
第
六
 
 
 

条
の
四
第
一
項
及
び
第
七
粂
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
職
に
係
る
期
間
は
、
同
絵
第
六
条
の
四
第
一
項
 
 
 

に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
研
究
公
務
員
が
国
以
外
の
着
か
ら
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
 
 
 

付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 
 

3
 
鮒
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
閲
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 
 
 

（
研
究
集
会
へ
の
参
加
）
 
 

第
十
八
粂
 
研
究
公
務
員
が
、
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
集
会
へ
の
参
加
（
そ
の
準
備
行
為
そ
の
他
の
研
究
集
会
に
関
連
す
る
 
 
 

事
務
へ
の
参
加
を
含
む
。
）
を
申
し
出
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
参
加
が
、
研
究
に
関
す
る
国
と
国
以
外
の
者
と
の
 
 
 

間
の
交
流
及
び
特
定
独
立
行
政
津
人
と
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
と
の
間
の
交
流
の
促
進
に
特
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
 
 

か
つ
、
当
該
研
究
公
務
員
の
簡
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
絡
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
公
務
員
の
所
属
す
る
試
験
 
 
 

研
究
機
関
等
の
研
究
業
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
限
り
、
そ
の
参
加
を
承
托
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
五
 
 

9
 
 



国
有
の
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
の
う
ち
政
令
で
定
め
牒
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
著
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
射
 
 
 

し
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
許
諾
を
無
償
と
し
、
又
は
そ
の
許
許
の
対
価
を
時
価
よ
・
り
も
低
く
定
め
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 

（
国
の
垂
託
に
係
る
国
際
共
同
研
究
の
成
果
に
係
る
特
薪
権
等
の
取
扱
い
）
 
 
 

第
二
十
二
条
 
国
は
、
そ
の
委
託
に
係
る
研
究
で
あ
っ
て
本
邦
法
人
と
外
国
法
人
、
外
国
若
し
く
は
外
国
の
公
共
的
団
体
又
は
 
 
 

国
際
機
閑
（
廃
三
号
に
お
い
て
「
外
国
法
人
等
J
と
い
う
こ
と
が
共
同
し
て
行
う
も
の
の
成
果
に
つ
い
て
、
産
菓
技
術
力
 
 

強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

】
 
当
該
成
果
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
実
用
新
案
樺
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
書
レ
く
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
 
 

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
の
み
を
受
託
者
か
ら
譲
り
受
け
る
 
 

こ
と
。
 
 

二
 
当
該
成
果
に
係
る
特
許
権
又
は
乗
用
新
案
権
の
う
ち
政
令
で
定
也
る
も
の
が
国
と
園
以
外
の
着
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
 
 
 

る
も
の
と
の
共
有
に
係
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
以
外
の
者
の
そ
の
特
許
発
明
又
は
登
録
実
用
新
案
の
実
施
に
つ
い
て
、
 
 

一
七
 
 

】
八
 
 

国
の
持
分
に
係
る
対
価
を
受
け
ず
、
又
は
時
価
よ
り
も
低
い
対
価
を
受
け
る
こ
と
。
 
 

三
 
当
該
成
果
に
係
る
国
有
の
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
た
つ
い
て
、
当
該
特
許
に
係
る
発
明
 
 

又
ほ
実
用
新
案
登
録
に
係
る
考
廣
を
し
た
着
が
所
属
す
る
本
邦
法
人
又
は
外
国
法
人
等
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
射
 
 

し
、
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
無
償
と
し
、
又
は
そ
の
許
諾
の
対
価
を
時
価
よ
り
も
低
く
定
め
る
こ
と
。
 
 

（
国
の
行
う
国
際
共
同
研
究
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
放
棄
）
 
 

第
二
十
三
粂
 
国
は
、
外
国
若
し
く
は
外
国
の
公
共
的
団
体
又
は
国
際
機
関
上
共
同
し
て
行
う
研
許
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
 
 
 

の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
著
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
粂
に
お
い
て
「
外
国
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
 
 

に
掲
げ
る
国
の
損
害
賠
隠
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
当
該
研
究
が
行
わ
れ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
研
究
の
活
動
に
よ
り
生
じ
た
国
有
の
施
設
、
設
備
、
機
械
器
具
及
び
資
材
 
 

の
滅
失
又
は
損
傷
に
関
す
る
外
国
等
に
対
す
る
国
の
凍
害
賠
償
の
請
求
権
 
 
 

二
 
当
該
研
究
が
行
わ
れ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
研
究
の
活
動
に
よ
り
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
 
 

百
九
十
一
号
）
第
一
粂
驚
〓
項
又
は
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
粂
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
き
生
じ
た
 
 

公
務
上
の
災
害
に
関
し
、
国
が
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
三
集
ま
で
、
第
十
五
条
及
び
第
 
 
 




